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⽀援対象児童等⾒守り強化事業【新規】

⽀援スタッフが訪問等を実施 ⼦どもの居宅等

■⽀援が必要な⼦ども等の把握 ■養育状況の把握
■⼼のケア ■孤独・孤⽴の解消 など

⾒守り⽀援

⾒守り体制
の強化

相互連携・
情報共有

定期的な状況把握・⽀援

⼦育て⽀援を⾏う
⺠間団体等※

（⼦ども⾷堂.⼦ども宅⾷等）
※要対協の構成員に限定しない

○ 児童虐待のリスクの⾼まりを踏まえ、⼦育て世帯が孤⽴しないよう⽀援することが必要であるため、市町村の要保護児童対
策地域協議会が中核となって、⼦ども⾷堂や⼦ども宅⾷等の⽀援を⾏う⺠間団体等も含めた様々な地域ネットワークを総動員
し、⽀援ニーズの⾼い⼦ども等を⾒守り、必要な⽀援につなげることができる体制の強化を推進する。
① ⼦ども⾷堂や⼦どもへの宅⾷等を⾏う⺠間団体等と連携して、⾷事の提供や学習⽀援等を通じた⼦どもの状況把握を⾏うことによ
り、
地域における⼦どもの⾒守り体制の強化を⽀援する。
② 新たな地域における⾒守りの担い⼿としてのNPO法⼈の重要性にかんがみ、クーポン・バウチャー等の活⽤による学習塾、習い事、
⼦育て⽀援サービスなどの地域の多様な事業主体と連携した要⽀援児童家庭の新たな⾒守り強化モデルの確⽴を⽬指す。

令和４年度予算︓212億円の内数（児童虐待・DV対策等総合⽀援事業）
⽬ 的

① アウトリーチ型／居場所型
補助基準額︓１か所当たり9,729千円
補 助 率︓２／３
実 施 主 体︓市町村（特別区含む）

状況の把握 ⾷事の提供 学習・⽣活指導⽀援等

要保護児童対策地域協議会
・⽀援対象児童、特定妊婦等の状況の確認に関する
役割分担の決定
・確認や⽀援に関する進捗管理、総合調整 等

② クーポン・バウチャー等活⽤型
補助基準額︓児童１⼈当たり５万円
補 助 率︓１０／１０
実 施 主 体︓市町村（特別区含む）※①アウトリーチ型/居場所型との併⽤可

■要⽀援家庭の多様なサー
ビス利⽤促進を通じた
⾒守り体制強化 など

⾒守り体制づくりクーポン・
バウチャー
等

市町村
（団体・外部へ委託可）

（利⽤者への相談⽀援、事業者連携その他）

スポーツ（習い事）

学習塾

⼀時預かり等

クーポン・
バウチャー等で
サービスを利

⽤

登録

ＮＰＯ等事業者

⽀援ニーズの⾼い⼦育て世帯

相互連携・
情報共有
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児童虐待防⽌対策⽀援事業実施要綱（厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局⻑通知）
【⽀援対象児童等⾒守り強化事業部分 抜粋】

2


